
 

特定非営利活動法人水産業・漁村活性化推進機構 

競争力強化型機器等導入緊急対策事業業務要領細則 
 

                     平成２８年３月４日 

特定非営利活動法人水産業・漁村活性化推進機構 

 

 特定非営利活動法人水産業・漁村活性化推進機構（以下「水漁機構」という。）は、「水

産関係民間団体事業補助金交付要綱」（平成 10 年 4 月 8 日付け 10 水漁第 945 号）、「水産

関係民間団体事業実施要領」（平成 10 年 4 月 8 日付け 10 水漁第 944 号）、「水産関係民間

団体事業実施要領の運用について」（平成 22年 3月 26日付け 21水港第 2597号）（以下「運

用通知」という。）及び「水産業競争力強化緊急事業業務要領」（平成 28年 3月 2日制定）

に基づき競争力強化型機器等導入緊急対策事業を実施するため、以下のとおり競争力強化型

機器等導入緊急対策事業業務要領細則を定める。 

 

１．事業実施者 

（１）本事業の事業実施者は、次の者とする。 

ア 浜の活力再生広域プラン又は漁船漁業構造改革広域プラン（以下「広域浜プラン」

という。）を策定した広域水産業再生委員会又は広域漁船漁業構造改革委員会（以下

「広域委員会」という。）に参画し、漁業を営む個人又は法人。ただし、共同で使用

する実態のある持続可能な収益性の高い操業体制を確立するための漁業用機器等（以

下「機器等」という。）については、共同での申請を認める。 

イ 広域浜プランに関連する浜の活力再生プラン（以下「浜プラン」という。）に取り

組む再生委員会が、平成 30 年度末までの広域浜プランへの発展を目指して広域浜プ

ラン策定調整協議会（以下「調整協議会」という。）を設立した場合は、当該調整協

議会に参画する再生委員会に所属する漁業を営む個人又は法人。ただし、本規定にお

いて、広域浜プランの策定を目指し、広域委員会が設立されている場合は、「調整協

議会」とあるのを「広域委員会」と読み替えるものとする。 

（２）漁業経営セーフティーネット構築事業実施要領（平成 22年３月 30日付け 21水漁第

3037 号）第４又は第５の事業に加入する漁業者であり、導入した機器等の減価償却資

産の耐用年数等に関する省令（昭和 40年３月 31日大蔵省令第 15号）に定める耐用年

数に相当する期間（以下「処分制限期間」という。）においては、当該事業の加入を

継続すること。 

（３）本事業の支援要件を全て満たした機器等の導入に係る助成額の合計が予算額を超え

た場合、事業実施者の選定は抽選等により行うことがある。 

（４）広域委員会又は再生委員会は、本事業の実施に関して、広域委員会又は再生委員会

に属し、本事業により生産性の向上等に資する機器等を導入する漁業者に対し、指導

及び監督を行うものとする。 

 

 

 

 



２．支援の対象となる機器等と助成対象経費 

（１）支援の対象機器等 

     支援の対象機器等は、事業開始年度を含め５年以内に漁業所得（個人経営の場合） 

又は償却前利益（法人経営の場合）を基準年と比較して 10％以上向上する目標（Ｋ

ＰＩ）の達成に資するものであり、被代替機器と比較し生産性の向上や省エネ・

省コスト化に優れた機器等であること。また、処分制限期間が５年以上のものと

し、１個人、１法人あたり１機種、１台（一式）までとする。 

ア 省力・省コスト化に資する機器等 

  省力・省コスト化によりＫＰＩ達成を目指す機器等。 

なお、省コスト化のうち、省エネを目的とした機器等を導入する場合、別紙①に定め        

る機器導入指針に基づいた以下の機器等とする。 

    （ア）漁船用エンジン（船内機又は船外機） 

       現在使用している漁船用エンジンと比べ５％以上燃油使用量が削減可能で、

漁業経営体質強化機器設備導入支援事業（以下、「復興事業」という。）にお

いて、水産庁長官承認の「省エネ機器等設備基準」に記載された機器等。 

（イ）その他の機器等 

  現在使用している機器と比べ 10％以上燃油使用量が削減可能な省エネ機等。 

イ 生産性向上に資する機器等 

生産性の向上によりＫＰＩ達成を目指す機器等。 

ただし、漁船用エンジン（船内機又は船外機）については、被代替機と比べ連続出 

力（kW）が原則 120％以内とする。 

（２）助成対象経費と助成金 

助成対象経費は、前項の機器等本体価格の１／２以内（下取価額を控除し、消費税

を除く。）を助成とし、機器等本体価格以外の経費は一切認めない。 

また、助成金の上限額は 2,000万円以内、助成金の額は千円単位（千円未満切捨て）

とする。 

（３）事業適用期間 

本事業による機器等の導入は、助成金交付決定の日から平成 29 年３月 31 日まで

に完了するものとする。 

（４）過去の事業との関連 

過去に他の補助事業（特に平成 21～23年度事業の体質強化グループ活動支援事業、

平成 23～27 年度の漁業経営体質強化機器設備導入支援事業、及び平成 25～27 年度機

器等導入推進事業をいう。）により導入した機器等のうち、処分制限期間を超えてい

ない機器等を被代替機とする場合には、本事業で助成の対象としない。 

 

３．事業実施者からの応募 

本事業を実施しようとする事業実施者は、下記提出締切期日までに「競争力強化型機

器等導入緊急対策事業実施計画承認申請書」（別記様式第８－１号）、「事業実施者の

概要と実施計画」（別記様式第８－１号の別添）のほか、下記書類を広域委員会又は再

生委員会が取りまとめた上で提出する。 

○提出書類 

 ａ．競争力強化型機器等導入緊急対策事業実施計画承認申請書（別記様式８－１号） 

 ｂ．事業実施者の概要と実施計画（別記様式８－１号の別添） 



 ｃ．広域委員会又は再生委員会規約（調整協議会に参加している再生委員会は、当該調

整協議会の規約も提出） 

ｄ．広域委員会又は再生委員会の委員名簿（調整協議会に参加している再生委員会は、当

該調整協議会の委員名簿も提出） 

ｅ．広域委員会又は再生委員会に属する漁業者全員の氏名及び漁業経営セーフティーネッ

ト構築事業実施要領第４又は第５の事業への加入の状況を記載した名簿 

  ｆ．競争力強化型機器等導入緊急対策事業の機器等の管理運営規程（資料①） 

  ｇ．機器等の管理台帳（資料②） 

  ｈ．機器等の金額に係る入札・相見積書（明細が一式となっているものは認めない） 

  ｉ．２の（１）のアの機器等を導入する場合にあっては、メーカー又は販売店が作成す

る機器等の適合基準証明書（資料③、現在使用している機器設備の燃油消費量等が記

載されていること） 

ｊ．２の（１）のイの機器等を導入する場合にあっては、メーカー又は販売店が作成する

機器等の性能証明書 

ｋ．浜プランの承認番号を事業実施者の概要と実施計画（別記様式第８―１の別添）に記

載すること 

すでに、水産庁長官が承認した広域浜プランについては承認通知書（写し）も添付す

ること 

   ｌ.連絡先登録用紙 

 

（注１） 入札・相見積は３社以上からとること。 

（注２） 入札・相見積をとる際、以下に掲げる者から調達する場合には、利益排除を行

なうこと。 

    ア 事業実施者自身 

    イ 事業実施者の 100％同一資本（出資）に属する上記アのグループ企業 

    ウ 事業実施者の関係会社（上記イの企業等を除く） 

 （注３）見積書の明細は、本体、オプション品（付属機器別）、その他（資材・工賃など

の明細添付）の費用を区分すること 

○ 提出締切期日： 平成 28年 5月 20日（金） 

   

  ○ 提出先：〒101－0047 

東京都千代田区内神田１－１－１２ コープビル内 

一般社団法人漁業経営安定化推進協会 

 

ＴＥＬ：03－6895－0100 

ＦＡＸ：03－6895－0107 

担当者：佐藤、石井、 

        Ｅメール：kiki@gyoankyo.or.jp 

        ホームページ：http://www.gyoankyo.or.jp/ 

 ●書類の提出部数は、正副２部。 

●提出書類は審査の効率化のため、こまめに提出願います。 

mailto:kiki@gyoankyo.or.jp


 

４．事業実施計画の承認及び交付決定 

（１）一般社団法人漁業経営安定化推進協会（以下「漁安協」という。）は、応募があっ

た事業実施者から提出された計画承認申請の内容が以下の助成要件に適合することを

確認する。 

ａ 申請者が、１に定める事業実施者であること。 

ｂ 事業実施者から提出された機器事業実施計画が、運用通知第３の９－１の（３）の

エ  の（ウ）に規定する競争力強化型機器等評価委員会（以下「機器委員会」とい

う。）が認めたものであること。 

ｃ 広域浜プラン又は機器事業実施計画に関連する浜プランに基づく各種の取組の効果

全体として、事業開始年度を含め５年以内に漁業所得（個人経営の場合）又は償却前

利益（法人経営の場合）を基準年と比較して 10％以上向上する目標（ＫＰＩ）を定め、

当該目標の達成を目指すものであること。 

（２）漁安協は、事業実施者から提出された計画承認申請の内容が適切であると認められ

た場合には、予算の範囲内で「競争力強化型機器等導入緊急対策事業費助成金承認通

知書」（別記様式第８－２号）を通知する。 

（３） 通知を受けた事業実施者は、「競争力強化型機器等導入緊急対策事業費助成金交付

申請書」（別記様式第８－３号）により、広域委員会又は再生委員会が取りまとめた上

で漁安協へ交付申請を行い、漁安協は申請内容を確認した上で、「競争力強化型機器等

導入緊急対策事業費助成金交付決定通知書」（別記様式第８－４号）を通知する。 

（４）（２）の通知後に生じた機器事業実施計画の変更は、漁安協が必要あると認めた場

合は、（１）～（３）に準じて行うものとする。 

（５）（３）の交付決定通知後、機器等を導入しなかった場合は、同事業が次年度以降継

続した場合にはその権利を失う。 

 

５．事業結果の報告及び助成金の請求 

（１）事業実施者は､事業終了後、｢競争力強化型機器等導入緊急対策事業実績報告書｣（別

記様式第８－５号）、「競争力強化型機器等導入緊急対策事業費助成金精算払請求書」

（別記様式第８－６号）のほか、以下の書類を添えて、広域委員会又は再生委員会が取

りまとめた上で提出する。 

（２）事業実施者からの助成金の請求は、基本的には一括精算払とするが、事業途中で概

算払を請求することができる。概算払については、事前に漁安協と協議し、漁安協が

適当と認めた場合に「競争力強化型機器等導入緊急対策事業費助成金概算払請求書」

（別記様式第８－７号）をもって請求できる。 

 

○添付書類 

ア 請求額確認のための証ひょう書類 

請求にあたっては、契約関係書類（ある場合）、請求書・領収書、振込依頼書（金

融機関の振込証明書でも可）・納品書（すべて写し）等を添付する。 

イ 工事完了を証明する書面 

導入する機器等の工事等の完了を証明する下記の書類等を提出すること。 

    ａ 施工業者等が発行した工事等の完了証明 

   ｂ 設置位置図・仕様書・設計図等の機器等の所在及び内容を示す図面 



   ｃ 工事完了及び機器等の型式を特定し得るよう、複数枚で構成した証拠写真（写真

での証明ができないものについては助成できない。） 

ウ 機器等に係る入札書や相見積書（写）、交付決定通知（写）。 

○ 交付請求締切期日（暫定）：平成２９年２月２８日（火） 

（導入時期の都合によりこれ以降になる場合はご相談ください） 

 

６．実施状況等の確認 

（１）事業実施者は、機器事業実施計画の実施状況について、本事業実施後、漁安協が定

める期日までに５の（１）に基づく実績報告書等を、広域委員会又は再生委員会が取

りまとめた上で漁安協に提出するものとする。 

（２）漁安協は、前項による実績報告書等を確認するほか、必要に応じ、機器委員会が現

地においてこれを確認するものとする。 

（３）漁安協は、実施状況の確認を終えたときは、その確認結果について、速やかに事業

実施者に通知するものとする。 

（４）事業実施者は、４の（１）のｃの取組の目標（KPI）達成状況の報告について、事業

開始年度から毎年度、取組の目標（KPI）の達成状況を原則７月３１日までに「競争力

強化型機器等導入緊急対策事業実施状況報告書」（別記様式第８－８号）により、広

域委員会又は再生委員会が取りまとめた上で提出するものとする（事業開始年度を含

め５年以内のいずれかの年度において、取組の目標（KPI）を達成した場合も、事業開

始年度を含め５年間は、毎年度ごとに達成状況を漁安協に提出するものとする）。 

（５）漁安協は、前項による実施状況報告書を確認するとともに、取組の目標（ＫＰＩ）

の達成状況に応じ、事業実施者に対する改善指導を行うものとする。 

 

７．助成金の交付 

（１）漁安協は、５の（１）の実績報告書等の提出を受け、事業実施内容を確認したのち、

事業実施者に対し、「競争力強化型機器等導入緊急対策事業費助成金の額の確定につ

いて」（別記様式第８－９号）により、助成金の額の確定と支払の通知を行うととも

に、金融機関に開設した事業実施者の口座に助成金の支出を行う。 

（２）漁安協は、事業実施者に交付すべき助成金の額を確定した場合において、既にその

額を超える助成金が概算払により交付されているときは、その超える部分の助成金の

返還を命ずるものとする。 

（３）前項の助成金の返還は、漁安協が事業実施者にした助成金の返還命令の日の翌日か

ら起算して 20日が経過した日までの間に行わなければならない。 

（４）漁安協が事業実施者に対し（２）の命令をしたときは、漁安協は、その返還すべき

助成金に係る納期限の翌日からその完納の日の前日までの期間の日数に応じ、年 10.95

パーセントの割合を乗じた遅延金を徴収するものとする。ただし、遅延金について一

円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。 

 

８．導入する機器等に係る管理 

事業実施者は、本事業により導入した機器等の管理運営については、漁安協が別途定

める「競争力強化型機器等導入緊急対策事業で取得した機器等設備の管理運営について」

に基づき、「競争力強化型機器等導入緊急対策事業の管理運営規程」及び「機器等の管

理台帳」を作成するとともに、その他必要に応じ、関係書類を整備保管すること等によ



り、適正な管理運営を行わなければならない（資料①及び②を参照のこと）。 

 

９．文書の保管 

事業実施者の会計帳簿及び収支に関する証拠書類の保管期間は、補助事業完了の日の

属する会計年度の終了後、５年又は上記処分制限期間のうち、いずれか長い期間とする。 

 

10．交付決定後の事業内容変更 

事業を実施した事業実施者は、次の場合は、漁安協と協議し変更の承認を受けなけれ

ばならない（疑義が生じたら、速やかに漁安協に相談すること）。 

① 変更承認が必要な場合 

ａ 事業実施者の変更 

ｂ 機器等又はその設置（管理）場所の変更 

ｃ 漁安協が変更申請の必要があると認めた場合 

 

② 変更承認に必要な提出書類 

ａ 変更内容を確認できる資料 

ｂ 競争力強化型機器等導入等緊急対策事業実施変更申請書（別紙②） 

ｃ 事業実施者の概要と実施計画（変更）（別紙③） 

ｄ 競争力強化型機器等導入緊急対策事業の管理運営規程（資料①） 

ｅ 機器等の管理台帳（資料②） 

  

11．助成金の返還 

漁安協は、本事業の実施に当たり、事業実施者が事業を実施しなかった場合又は機器

事業実績報告書の内容に虚偽があった場合には、助成金を返還させる措置を講じるもの

とする。 

 

12．その他 

この業務要領細則に定めるもののほか、本事業の運営に関し必要な事項については、

漁安協が定める。                    

以 上 


